
各
種
医
療
費
の
受
給
者
証
を

更
新
し
て
く
だ
さ
い

　

受
給
者
証
の
有
効
期
間
が
令
和
２
年

（
平
成
32
年
）７
月
31
日
ま
で
の
方
は
、
次

の
と
お
り
更
新
の
受
付
を
行
い
ま
す
。
対

象
者
に
は
案
内
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必

ず
期
間
内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
で
受　

給
資
格
要
件
が
精
神
障
が
い
者
手
帳
の

方
は
、
手
帳
更
新
の
際
に
受
給
者
証
の

更
新
を
行
い
ま
す
の
で
今
回
の
案
内
は

郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
。

母
子
・
父
子
家
庭
医
療

今
年
度
よ
り
更
新
の
時
期
が
変
わ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
９
月
15
日
号
の
市
報

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

障
が
い
者
医
療
、
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療

期
間　
６
月
上
旬
～
７
月
下
旬

※
受
給
資
格
の
取
得
要
件
に
よ
り
受
付
期

間
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
郵
送
さ

れ
る
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

手
続
き
方
法　
郵
送
ま
た
は
窓
口

※
障
が
い
者
医
療
及
び
後
期
高
齢
者
福
祉

医
療
で
療
育
手
帳
Ｃ
ま
た
は
Ｉ
Ｑ
51
以

上
75
以
下
の
要
件
の
方
は
、
現
在
所
得
制

限
な
ど
に
よ
り
受
給
資
格
が
な
い
方
も
、

令
和
元
年
中
（
平
成
31
年
中
）の
所
得
状

況
に
よ
り
受
給
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
わ
せ

国
保
年
金
課　
☎
８
４
‒
０
６
５
２

寝
具
乾
燥
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を

実
施
し
ま
す

　
寝
具
（
掛
布
団
、
敷
布
団
、
毛
布
）
の

洗
濯
乾
燥
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
無
料
で
実
施

（
年
２
回
以
内
）
し
ま
す
。

対
象
者

65
歳
以
上
の
者
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
で
、

自
ら
寝
具
の
衛
生
管
理
を
行
う
こ
と
が

困
難
な
方
の
う
ち
、
世
帯
全
員
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

◇
要
介
護
認
定
１
以
上
の
方

◇
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

所
持
者
の
う
ち
肢
体
不
自
由
の
方

利
用
で
き
る
枚
数

◇
掛
け
布
団
、
敷
き
布
団　
各
１
枚

◇
毛
布　
２
枚
ま
で

申
込
み

高
齢
介
護
課
へ
申
請
書
を
提
出
し
て
く

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

免
除
期
間

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る

月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間
（
多
胎
妊
娠

の
場
合
は
３
か
月
前
か
ら
６
か
月
間
）

の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
か
月
）
以

上
の
出
産
を
い
い
ま
す
（
死
産
、
流
産
、

早
産
さ
れ
た
方
を
含
み
ま
す
）。
産
前

産
後
期
間
と
し
て
認
め
ら
れ
た
期
間
は

保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

対
象
者

「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」で
出

産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
方

届
出
時
期

出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
届
出
可

能
で
す
の
で
、
早
め
に
届
出
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

◇
出
産
前
の
届
出　
母
子
健
康
手
帳
等

◇
出
産
後
の
届
出　
原
則
不
要

問
合
わ
せ

国
保
年
金
課　
☎
８
４
‒
０
６
５
３

だ
さ
い
（
代
行
・
郵
送
申
請
も
可
。
た

だ
し
、
電
話
で
の
申
請
は
不
可
）。

※
申
請
書
は
高
齢
介
護
課
に
あ
り
ま
す
。

問
合
わ
せ

高
齢
介
護
課　
☎
８
４
‒
０
６
４
４

市
役
所
開
庁
時
間
外
に
電
話

ガ
イ
ダ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
を
導

入
し
ま
す

　
こ
れ
ま
で
は
、
開
庁
時
間
外
の
問
い
合

わ
せ
に
は
宿
日
直
担
当
者
が
対
応
し
て
い

ま
し
た
が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
さ
せ

な
が
ら
、
市
職
員
の
働
き
方
を
見
直
す
一

環
と
し
て
、
市
役
所
開
庁
時
間
外
に
電
話

ガ
イ
ダ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
し
ま
す
。

期
間７

月
１
日
㈬
19
時
30
分
～

時
間
　

月
～
金
曜
日　

17
時
45
分
～
翌
日
８
時
（
水
曜
日
は　

19
時
30
分
～
翌
日
８
時
）

※
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
終
日

※
電
話
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
、
開
庁
時
間
に

あ
ら
た
め
て
電
話
い
た
だ
く
こ
と
を
お

伝
え
し
ま
す
が
、
緊
急
時
は
、
ガ
イ
ダ

ン
ス
に
沿
っ
て
番
号
を
プ
ッ
シ
ュ
す
る

と
宿
日
直
担
当
者
に
繋
が
り
ま
す
。

問
合
わ
せ

総
務
課　
☎
８
４
‒
０
６
１
３

回数 申込締切 回収日 配送日

第1回 6月19日
（金）

7月3日
（金）

7月10日
（金）

第2回 8月13日
（木）

9月3日
（木）

9月10日
（木）

第3回 10月20日
（火）

11月10日
（火）

11月17日
（火）

第4回 12月16日
（水）

令和3年1月
13日（水）

令和3年1月
20日（水）

※希望する回にお申し込みください（年2回以内）。

実施日

半田市の市外局番は▶0569

市 政 ニ ュ ー ス

市
政
ニ
ュ
ー
ス

情
報
コ
ー
ナ
ー

催
し

相
談

開
館
情
報・当
番
表

子
育
て
ひ
ろ
ば

募
集

講
座
な
ど
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